
　令和７年度尾花沢市一般会計予算における入湯税の充当状況は、下記のとおりです。

入湯税 23,001 千円

観光振興等に要する費用 94,005 千円

単位：千円

国県支出金 地方債 その他 入湯税 その他

環境衛生施設の整備 59,444 16,771 42,673

鉱泉源の保護管理施設 9,570 2,700 6,870

消 防 施 設 等 の 整 備 46 13 33

観 光 施 設 の 整 備 14,307 2,300 738 3,178 8,091

観 光 振 興 10,638 9,438 339 861

合 計 94,005 2,300 10,176 23,001 58,528

　※入湯税は、各事業の充当対象経費に要する一般財源の比率に応じて按分し充当しています。

入 湯 税 の 充 当 さ れ る 経 費 に つ い て

【 歳 入 】

【 歳 出 】

財 源 内 訳

特 定 財 源 一 般 財 源

　入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消防施設等及び観光施設の整備並びに観光振
興に要する費用に充てることを目的とした地方税です。

事 業 事 業 費



都市計画税 62,449 千円

都市計画事業に要する費用 277,138 千円

単位：千円

国県支出金 地方債 その他 都市計画税 その他

都 市 下 水 路 費 502 114 388

公 園 費 2,814 2,814

下 水 道 費 273,822 62,335 211,487

公 債 費
（都市計画事業債分）

277,138 2,814 62,449 211,875

都市計画税の充当される経費について

　令和７年度尾花沢市一般会計予算における都市計画税の充当状況は、下記のとおりです。

【 歳 入 】

【 歳 出 】

財 源 内 訳

特 定 財 源 一 般 財 源

合計

　※都市計画税は、各事業の充当対象経費に要する一般財源の比率に応じて按分し充当しています。

　都市計画税は、「都市計画法」に基づいて実施する都市計画事業に要する費用に充てることを目
的とした地方税です。

事 業 事業費

都

市

計

画

事

業



地方消費税交付金（社会保障財源化分） 千円

社会保障施策に要する経費 千円

単位：千円

国県支出金 地 方 債 そ の 他
地 方 消 費 税
交 付 金
（社会保障財源化分）

そ の 他

146,910 77,120 6,001 63,789 

435,087 314,692 17,196 17,802 85,397 

126,678 19,908 4,000 24,821 13,880 64,069 

1,095,832 570,787 23,700 43,780 29,882 427,683 

142,856 83,821 4,585 54,450 

1,947,363 1,066,328 27,700 85,797 72,150 695,388 

89,325 16,221 73,104 

304,016 12,081 53,015 238,920 

82,043 49,799 5,856 26,388 

475,384 61,880 75,092 338,412 

257,595 7,400 6,739 30,455 213,001 

95,691 1,392 48,307 6,749 39,243 

146,701 26,642 120,059 

225,808 10,359 39,126 176,323 

725,795 8,792 65,405 102,972 548,626 

3,148,542 1,137,000 27,700 151,202 250,214 1,582,426 

地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充当される経費について

【 歳 入 】 250,214 

【 歳 出 】 3,148,542 

財 源 内 訳

特 定 財 源 一 般 財 源

社 会 福 祉 事 業

障 が い 者 福 祉 事 業

高 齢 者 福 祉 事 業

児 童 福 祉 事 業

生 活 保 護 事 業

小 計

国 民 健 康 保 険 事 業

介 護 保 険 事 業

後期高齢者医療保険事業

小 計

保 健 衛 生 事 業

健 康 増 進 ・ 予 防 事 業

中 央 診 療 所 事 業

後 期 高 齢 者 医 療 事 業

小 計

合 計

　消費税率（国・地方）が引き上げられたことに伴い、地方消費税交付金の増収分については、その使途を明
確化し、社会保障施策に要する経費（事務費や事務職員の人件費は除く）に充てるものとされています。
　令和７年度一般会計予算における社会保障施策経費への充当状況は、下記のとおりです。

区 分 事 業 費

社

会

福

祉

費

社

会

保

険

費

保

健

衛

生

費

※地方消費税交付金（社会保障財源化分）は、各事業に要する経費のうち充当対象経費（事務費や事務職員の
人件費を除いたもの）に対する一般財源の比率に応じて按分し充当しています。


